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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体加入者の移動局（ＭＳ，ＭＳ*）から送受信可能なコールに課金するための通信
システムであって、
　該移動通信システムは、無線セルから形成されたセルラー方式の網構造を有する移動無
線網内の移動通信システムであり、
　シグナリング情報またはメッセージ情報を移動局（ＭＳ，ＭＳ＊）に送信または移動局
（ＭＳ，ＭＳ＊）から受信する無線技術装置（ＢＳＳ）と、
　シグナリングコネクションまたはメッセージコネクションをつなぐ交換技術装置（ＭＳ
Ｃ）と、
　移動体加入者の加入者データを記憶する記憶装置と、
　コールに関係するデータレコードを記録してその都度のコール料金を前記データレコー
ドに依存して求める課金装置（ＢＣ）とを有する形式の移動通信システムにおいて、
　移動体加入者に対してそれぞれ１つまたは複数の優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…
，ＳＮｘ）が定義および加入者別に管理され、
　少なくとも加入者別の課金を示す情報（ＡＯＣ）が、移動通信網から供給され、移動局
（ＭＳ，ＭＳ＊）に通知され、該移動局（ＭＳ，ＭＳ＊）から移動体加入者に表示され、
　優先コール番号であることを示す制御情報（ＰＮＭ）が割り当てられかつコールにより
選択された宛先コール番号と、移動体加入者に対して定義された前記優先コール番号（Ｓ
Ｎ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）とが加入者別に比較され、
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　前記宛先コール番号が前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）と一致した
場合、コール料金（ＡＭＯＵ）が前記課金装置（ＢＣ）により、通常の課金とは異なる料
金で加入者別に求められることを特徴とする
　移動通信システム。
【請求項２】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は移動局側に記憶される
　請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は、移動局（ＭＳ，ＭＳ＊）また
は該移動局（ＭＳ，ＭＳ＊）の加入者識別モジュール（ＳＩＭ）内に記憶される
　請求項２に記載の移動通信システム。
【請求項４】
　記憶されるエントリは少なくとも、優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）お
よび、当該優先コール番号に割り当てられたコール宛先（ＤＳＴＡ，ＤＳＴＢ，…，ＤＴ
Ｓｘ）とから形成されている
　請求項２または３に記載の移動通信システム。
【請求項５】
　記憶されるエントリは、優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）であることを
示す短縮コードならびにコールされた加入者の名前をコール宛先（ＤＳＴＡ，ＤＳＴＢ，
…，ＤＳＴｘ）として含む
　請求項４に記載の移動通信システム。
【請求項６】
　優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）が存在することを示す制御情報（ＰＮ
Ｍ）が宛先コール番号と共に移動局（ＭＳ）から移動無線網に通知され、
　該移動無線網内で、受信した情報に基づくコールの加入者別の課金が指示される
　請求項２から５までのいずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項７】
　優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）が存在することを示す前記情報（ＰＮ
Ｍ）は、移動局（ＭＳ，ＭＳ＊）に通知されかつ表示される
　請求項１または６に記載の移動通信システム。
【請求項８】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は網側に記憶される
　請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項９】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は、移動無線網の少なくとも１つ
の加入者データベース（ＨＬＲ，ＶＬＲ）に、個々の加入者に対する加入者データとして
記憶される
　請求項８に記載の移動通信システム。
【請求項１０】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は、インテリジェントネットワー
クのサービス制御局（ＳＣＰ）の少なくとも１つの加入者データベース（ＩＮＤ）内に、
それぞれの加入者に対して記憶される
　請求項８に記載の移動通信システム。
【請求項１１】
　加入者データとしてエントリされた優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は
、移動通信網のネットワークプロバイダー（ＯＰ）により管理されるか、または前記サー
ビス制御局（ＳＣＰ）内に記憶された優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は
前記インテリジェントネットワークのネットワークプロバイダー（ＯＰ）により管理され
る
　請求項９または１０に記載の移動通信システム。
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【請求項１２】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は、移動局（ＭＳ，ＭＳ＊）によ
り、加入者の加入者本人による入力（ＳＣＩ）を介して管理される
　請求項８から１０までのいずれか１項に記載の移動通信システム。
【請求項１３】
　優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）の管理のための前記の加入者本人によ
る入力（ＳＣＩ）は、該加入者に対して別に課金される
　請求項１２に記載の移動通信システム。
【請求項１４】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は、網側で前記課金装置（ＢＣ）
に記憶され、
　コール料金を求めるためにデータレコードの結合時にはじめて、優先コール番号（ＳＮ
０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）の存在が考慮される
　請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項１５】
　前記優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は、新たな優先コール番号の追加
、記憶された優先コール番号の除去、記憶された優先番号の変更または記憶された優先コ
ール番号の問い合わせを引き起こすシグナリング情報を介して管理される
　請求項８から１４までのいずれか１項に記載の移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載された、無線セルから形成されるセルラー方式の
網構造を備える移動無線網におけるコールに課金するための移動通信システムに関する。
【０００２】
　例えばＧＳＭ規格（Global System for Mobile Communication）に準拠する移動無線網
が、最小無線サービスエリアである無線セルが複数個集まって構成されるセルラー方式の
網構造を有することは公知である。ここで複数の無線セルは、ロケーションエリアにまと
めることができ、このロケーションエリアの大きさはネットワークプロバイダーにより、
トラフィック密度、トラフィック流、人口密度および加入者の移動度によってなされる要
求に依存して様々に設定されることも可能である。ネットワークプロバイダーは、無線セ
ルの構造、配置、数およびロケーションエリアを含む無線網設計を設定する。さらにセル
ラー方式の網構造を備える移動無線網が、シグナリング情報および／またはメッセージ情
報を移動局に送信したり、移動局から受信するための無線技術装置、ならびにシグナリン
グコネクションおよび／またはメッセージコネクションをつなぐ交換技術装置を有するこ
とも公知である。移動無線網の記憶装置は、登録された移動体加入者の加入者データを含
んでおり、これらの加入者はコールの中断を望むものもあれば待ち受けを望む加入者もい
る。コールに対してその都度のコール料金を求めるために、課金装置が移動無線網に少な
くとも１つ配置されており、この課金装置はコールに関連するデータレコード（例えばコ
ール側加入者Ａおよび被呼側加入者Ｂのデータレコード）を記録し、このデータレコード
に依存してコール料金を算出する。規制のない通信網の数の増加、移動性に対する需要の
増加、通信パフォーマンスに対するコストの低下、ならびに有線の加入者を固定網に接続
するための最後の数マイルを提供するためのコストが高い時代にあっては、移動通信シス
テムにおいても、移動体加入者にとって、コールの課金により柔軟な料金構造があること
が望ましい。そうであれば通例移動体加入者に比して安い料金を支払っている、有線の加
入者の多数の待機者を移動通信へ移行させることができる。
【０００３】
　本発明の課題は、移動通信システムを改善して、移動無線網におけるコールの課金を、
より柔軟な料金構造についての移動体加入者の要求及び望みに一層良好に適合できるよう
にすることである。
【０００４】
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　この課題は、移動通信システムについては請求項１に記載された特徴部分により解決さ
れる。本発明の発展形態は従属請求項に記載されている。
【０００５】
　本発明では、移動体加入者に対してそれぞれ１つまたは複数の優先コール番号を定義お
よび加入者別に管理し、コールによって選択された宛先コール番号と、移動体加入者に対
して定義された優先コール番号とを加入者別に比較し、宛先コール番号が優先コール番号
と一致した場合、コール料金を課金装置によって通常料金とは別に加入者別に求め、前記
優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ）は移動局側または網側のいずれかに記憶
され、記憶されるエントリは少なくとも、優先コール番号（ＳＮ０，ＳＮ１，…，ＳＮｘ
）および所属のコール目標（ＤＳＴＡ，ＤＳＴＢ，…，ＤＴＳｘ）とから形成され、少な
くとも加入者個別の課金を示す情報が、移動通信網から供給され、移動局に通知され、こ
の移動局から移動体加入者に指示される。加入者別に優先コール番号を設定することによ
り基本的に各々の移動体加入者は、所定のコール宛先を選択しかつ定義することができ、
このコール宛先はその他のコールとは別に例えばより有利な料金率によって課金される。
これによりコールの料金設定について移動体加入者およびネットワークプロバイダーの柔
軟性が向上する。さらに本発明によって、多数の加入待機者の移動通信への移行交換を大
いに促すことができる。ネットワークプロバイダーおよびサービスプロバイダーは優先コ
ール番号により、移動体加入者に料金構造においてより高い柔軟性を提供することができ
、ひいては段階付けされた料金構造が得られる。
【０００６】
　本発明では、優先コール番号は移動局側または網側のいずれかに記憶される。網側では
優先コール番号を加入者データとして移動無線網の少なくとも１つの加入者データベース
に記憶しても、インテリジェットネットワークのサービス制御局の少なくとも１つの加入
者データベースに記憶してもよい。移動局側での記憶は、移動体加入者本人が（例えば加
入者本人の入力を介して）優先コール番号を変更し、追加し、消去し、コールできるとい
う利点がある。網側での記憶では、優先コール番号は移動無線網のプロバイダーまたはイ
ンテリジェントネットワークのプロバイダーにより管理、制御される。加入者本人の入力
を介して、網側に記憶された優先コール番号を操作することもできる。
【０００７】
優先コール番号を移動局側で加入者識別モジュール（ＳＩＭ）に記憶すると殊に有利であ
ることが判明している。この場合に記憶装置のデータエントリは、有利には優先コール番
号と所属の少なくとも１つのコール宛先とから形成される。
【０００８】
また記憶装置のデータエントリが優先コール番号を示す短縮コードならびにコールされた
加入者の名前をコール宛先として有することも有利である。これはいわば移動局内の電話
番号帳に相当する。
【０００９】
宛先コール番号と共に、優先コール番号が存在することを示す制御情報が移動局から移動
無線網に通知されることによって、移動無線網は優先コール番号の存在についての情報を
得られ、この移動無線網は受信した情報に基づいて、加入者別にコールの課金を指示する
。
【００１０】
移動体加入者にとっては、少なくとも加入者別にコールが課金されたことを示す情報が移
動無線網から提供され、これが移動局に通知され、さらにこの移動局により移動体加入者
に指示されると有利である。
【００１１】
優先コール番号は本発明の別の発展形態によれば、網側で課金装置内に記憶することがで
き、コール料金を求めるためにデータレコードと結びつけてはじめて、優先コール番号の
存在を考慮することも可能である。
【００１３】
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本発明の詳細を図面に示した実施例で詳しく説明する。
【００１４】
図１および２は、移動局側に記憶された優先コール番号を使用して移動体加入者のコール
に課金する移動局と網装置とを備える移動通信システムのブロック図を示す。
【００１５】
図３は、網側で加入者データベースに優先コール番号を記憶してコールに課金する移動通
信システムのブロック図を示す。
【００１６】
図４は、網側でサービス制御局に優先コール番号を記憶してコールに課金する移動通信シ
ステムのブロック図を示す。
【００１７】
図５は、網側で課金装置の後処理ユニットに優先コール番号を記憶してコールに課金する
移動通信システムのブロック図を示す。
【００１８】
図６は、移動局側または網側に記憶された優先コール番号にアクセスするための移動局ま
たはネットワークプロバイダーのシグナリングを示す。
【００１９】
　図１は、コールに課金するための移動局ＭＳおよびＭＳ＊と、移動無線網の網装置とを
有する移動通信システムを示すブロック図である。これらのコールは、移動局ＭＳおよび
ＭＳ＊とを操作する移動体加入者が送受信することができる。移動体加入者の２つの移動
局ＭＳとＭＳ＊は、無線インタフェースを介して移動無線網の装置にワイヤレスで接続さ
れる。ここで移動無線網（例えばＧＳＭ規格に準拠する移動無線網）は、無線インタフェ
ースに無線技術サブシステムＢＳＳを有し、このサブシステムＢＢＳは、セルラー構造化
された移動無線網の個別の無線セル内に送受信ベース局と、受信局に接続されている基地
局制御部とを有する。受信局は、シグナリング情報ないしはメッセージ情報を送受信する
ために使用され、これらの情報は移動局と網との間でワイヤレスで無線信号を介して交換
される。基地局制御部は、無線伝送のための制御技術的な機能、例えばシグナリング情報
および／またはメッセージ情報が含まれる伝送チャネルを割り当てるために使用されてい
る。しかし本発明は基本的に、ＧＳＭ規格とは動作の異なる別の移動通信システムにも適
用可能である。
【００２０】
　無線技術サブシステムＢＳＳには、交換技術サブシステムが接続されており、このサブ
システムは通常、シグナリングコネクションおよび／またはメッセージコネクションを移
動局にまたは移動局からつなぐための複数の交換技術装置（例えば移動交換局ＭＳＣ）を
有する。この交換技術サブシステムにはさらに、記憶装置（例えば少なくとも１つのホー
ムロケーションレジスタと、１つまたは複数のビジターロケーションレジスタ）が、移動
無線網に登録された移動体加入者の加入者データを記憶するために配置されている。ここ
で移動体加入者の加入者データは、この加入者に割り当てられているホームロケーション
レジスタに、この加入者が網に登録されている間は持続的にエントリされている。その一
方移動体加入者の加入者データはビジターロケーションレジスタに、所属の移動交換局Ｍ
ＳＣの担当領域にこの移動体加入者が滞在する間だけ一時的にエントリされる。移動交換
局ＭＳＣにはこの実施例では関門移動交換局ＧＭＳＣが接続されており、この関門移動交
換局ＧＭＳＣは、この移動無線網から別の通信網（例えば公衆の加入者線に接続された電
話網ＰＳＴＮまたは別の移動無線網ＰＬＭＮ）へのインタフェースにおけるコネクション
を確立する。ここで移動交換局ＭＳＣは、移動局ＭＳとＭＳ＊とが関係するコールを担当
しているとする。さらにコール宛先（被呼される加入者Ｂ）は別の網内にあり、移動交換
局ＭＳＣからのコールコネクションは、関門移動交換局ＧＭＳＣを経由して、そこから別
の網に導びかれる。
【００２１】
　各々の移動交換局ＭＳＣには、課金装置ＢＣが接続されており、この課金装置ＢＣは、
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発呼した加入者Ａ（ここでは移動局ＭＳを操作する移動体加入者）のコールに関連するデ
ータレコードと、コールされた加入者Ｂのコールに関連するデータレコードを記録し、そ
の都度のコール料金を、所定のコール料金率を考慮しＡ側およびＢ側のデータレコード（
Call Data Record）を結びつけることにより求める。ここで各々の移動交換局ＭＳＣは、
オンライン伝送に対してコール料金を評価するために少なくとも１つのゾーン化／課金表
を有しており、このゾーン化／課金表により移動局ＭＳ，ＭＳ＊に料金を指示する。した
がってこれはオンライン課金に関する課金装置ＢＣの機能的なコピーである。課金装置Ｂ
Ｃには管理装置ＣＣＣ（Customer Care Center）が接続されており、この管理装置は一方
では課金装置ＢＣを管理し、他方ではネットワークプロバイダーＯＰまたはサービスプロ
バイダーＳＰの入力を、専用のインタフェースを介して受信する。ネットワークプロバイ
ダーＯＰまたはサービスプロバイダーＳＰは課金装置ＢＣに対するアクセスも行い、通常
のコール料金率および特殊なコール料金率の実装、変更、または置換を行うことができる
。
【００２２】
　移動局ＭＳとＭＳ＊には、各々の移動体加入者に対して１つまたは複数の優先コール番
号ＳＮ０，ＳＮ１およびＳｎｙ，Ｓｎｘが定義および管理されている。これらの優先コー
ル番号は、有利には移動体加入者識別モジュールＳＩＭに記憶されており、加入者Ａが選
択した加入者Ｂのその都度の宛先コール番号と一致するかどうか比較される。この比較の
意味と目的は、網側でのコールの課金を通常の課金とは異なる料金で優先コール番号が存
在するかどうかを識別することである。網の重要な処理は例えば、すべての優先コール番
号に対して、課金のためにより安いコール料金率を使用することである。選択された優先
コール番号の一部に対する料金表のさらなる段階付けは、移動無線網つまり実質的には課
金装置ＢＣにより同様に可能である。したがって移動体加入者は、（加入者Ｂの）宛先コ
ール番号のセットを優先コール番号として設定することができ、この優先コール番号は別
の課金構造で、すなわち特別な料金構造であっても網側で処理される。優先コール番号の
管理（変更、追加、消去、問い合わせ）は最も簡単な場合には、移動体加入者の加入者本
人の入力（Subscriber Cotrolled Input）により行うことができ、この管理に対して場合
によっては料金がかけられる。移動無線網は相応のシグナリング情報を移動局に常時送信
するため、加入者別の課金であることを示す少なくとも１つの情報および／または発生し
たコール料金の視覚的／音響的指示も与えることができる。
【００２３】
この実施例では各々の移動局ＭＳとＭＳ*にそれぞれ、２つのエントリが番号リストＰＮ
ＬとＰＮＬ*（Prefered Number List）に設けられている。各々のエントリは少なくとも
１つの優先コール番号と、所属のコール宛先とを有する。優先コール番号は最も簡単な場
合、宛先コール番号から成り、この宛先コール番号には、この宛先コール番号が優先コー
ル番号であることを示す標識が配属される。この標識は、すべてのコール番号に対して統
一的に使用される記号ＰＮＭ（Prefered Number Mark）であり、この記号ＰＮＭは定義の
際に設定され、消去の際には設定が解除される。したがって移動局ＭＳの番号リストＰＮ
Ｌ内の第１エントリは、宛先コール番号ＳＮ０、この宛先コール番号に所属するコール宛
先ＤＳＴＡおよび標識ＰＮＭから成る。第２エントリは、所属のコール宛先ＤＳＴＢを伴
う、優先コール番号としての宛先コール番号ＳＮ１を有する。これが優先コール番号であ
るのは同様に標識ＰＮＭが設定されているからである。記憶装置の各々のエントリは、優
先コール番号ＳＮ０，ＳＮ１を識別するための短縮コードと、コールした加入者の名前を
コール宛先ＤＳＴＡ，ＤＳＴＢとして含むことができ、これによりこれらのデータを電話
帳と同じように移動局側でコールすることができる。同様に移動局ＭＳ*内には番号リス
トＰＮＬ*が存在し、この番号リストＰＮＬ*の第１エントリは、所属のコール宛先ＤＳＴ
ｙを伴う優先コール番号ＳＮｙと、標識ＰＮＭとを含み、その第２エントリは、所属のコ
ール宛先ＤＳＴｘを伴うコール番号ＳＮｘと、標識ＰＮＭとを含む。
【００２４】
　ここで前提としているのは、移動局ＭＳを操作する移動体加入者が、ここから発信した
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コールを開始し、コールされる加入者Ｂ（同様に移動体加入者である。しかし加入者線に
接続された加入者であってもよい）の宛先コール番号を選択することである。比較の結果
、選択されたコール番号が、記憶された優先コール番号ＳＮ０およびＳＮ１のいずれかに
一致した場合、加入者別のコールの課金が課金装置ＢＣにより行われる。この実施例では
移動体加入者は、優先コール番号の１つであるコール番号ＳＮ０を選択している。移動局
ＭＳ（すべての移動局を代表する）は、移動体加入者に対して優先コール番号ＳＮ０，Ｓ
Ｎ１を定義しかつ管理する制御および管理ユニットＡＤＭを有する。さらにこの移動局は
、比較手段ＣＯＭを有し、この比較手段ＣＯＭがコールにより選択された宛先コール番号
を、移動体加入者に対して定義されかつＳＩＭモジュールから読み出された優先コール番
号ＳＮ０，ＳＮ１と比較する。宛先コール番号ＳＮ０と、２つの優先コール番号ＳＮ０，
ＳＮ１のいずれか１つとの一致が得られることにより、移動局ＭＳはその送受信ユニット
ＴＲＸにより、コール番号ＳＮ０を標識ＰＮＭと共に送信する。この送信はシグナリング
情報内で、無線サブシステムＢＳＳを介して担当の移動交換局ＭＳＣに対して行われる。
この移動交換局ＭＳＣは、到来する標識ＰＮＭに優先コール番号が存在することを読み取
る。この標識ＰＮＭは課金装置ＢＣに、このコールに対して通常とは別の課金が行われな
ければならないことを通知する。この異なる処理とは、例えば比較的に少ない料金率ＰＴ
ＡＲ（Prefered Tarif)を課金装置ＢＣ内および（オンライン課金のために）移動交換局
ＭＳＣ内で考慮することである。またそうでなければ料金の計算は記録されたデータレコ
ードを用いて公知のように行われる。
【００２５】
　コールコネクションは、コール宛先ＤＳＴＡが設定した宛先コール番号に基づいて移動
交換局ＭＳＣから関門移動交換局ＧＭＳＣに対して確立される。なぜならば加入者Ｂは別
の通信網ＰＬＭＮ／ＰＳＴＮの加入者であるからである。最後にコールの終了後、コール
合計料金ＡＭＯＵが得られ、このコール合計料金ＡＭＯＵが移動体加入者に課金される。
課金装置ＢＣは移動交換局ＭＳＣにすでに前もって（すなわち場合によってコネクション
確立の前、またはそのすぐ後に）、専用の料金率ＰＴＡＲまたは優先課金についての案内
を含む少なくとも１つの情報を逆に通知している。移動交換局ＭＳＣから、課金に関する
情報ＡＯＣ（Advice of Charge）が、無線サブシステムＢＳＳを介して移動局ＭＳに連続
して通知され、この移動局ＭＳは到来する情報から合計料金を計算して加入者に有利には
視覚的にディスプレイに表示する。課金に関して優先する処理が存在することを網から移
動局へ逆通知することも同様に可能である。この場合、標識ＰＮＭを確認のために逆送信
することも考えられる。
【００２６】
図１とは異なり図２は、移動局ＭＳ*と移動無線網との間の情報の通知を示している。な
ぜならばコールは移動局ＭＳ*を操作する移動体加入者から開始されたからである。宛先
コール番号は優先コール番号ＳＮｘであり、この優先コール番号ＳＮｘは標識ＰＮＭと共
に網の方向に送信される。移動交換局ＭＳＣはこの標識を登録し、課金装置ＢＣにコール
料金を求めるために優先料金率ＰＴＡＲ*を使用することを指示する。選択されたコール
番号により、コール宛先ＤＳＴｘへのコールコネクションを確立することができる。この
コール宛先ＤＳＴｘはこの実施例では移動体加入者Ｂに所属し、同じ移動無線網の別の移
動交換局ＭＳＣ*の担当領域に存在する。情報ＡＯＣの逆通知は図１の実施例と類似に、
同様に網と移動局ＭＳ*との間で行われ、これにより移動体加入者はそのコールの専用の
料金率について情報を得ることができる。
【００２７】
　図１および２の図とは択一的に図３は、移動局ＭＳおよびＭＳ＊に対する番号リストＰ
ＮＬおよびＰＮＬ＊を網側に記憶する例を示している。記憶場所は移動無線網の加入者デ
ータベースである（有利にはホームロケーションレジスタＨＬＲまたはビジターロケーシ
ョンレジスタＶＬＲである）。移動体加入者に対するエントリは、図１および２と同様で
あり、つまり宛先コール番号ＳＮ０，ＳＮ１およびＳＮｙ，ＳＮｘは、各々に設定された
標識ＰＮＭによって優先コール番号として宣言されている。ここで優先コール番号として
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宣言された宛先コール番号ＳＮ０，ＳＮ１およびＳＮｙ，ＳＮｘがすべて固有の表に含ま
れる場合、標識ＰＮＭの記憶を省略することができる。コールした加入者の名前を表すコ
ール宛先ＤＳＴＡ，…，ＤＳＴｘの記憶はオプション的に網側でも可能である。図１の実
施例を引き合いに出すと、移動局ＭＳを介して入力された加入者Ｂの宛先コール番号ＳＮ
０は移動交換局ＭＳＣに通知される。この移動局ＭＳはコールする側の加入者Ａの加入者
データに、宛先コール番号に一致する優先コール番号が存在するかどうかを問い合わせ、
ホームロケーションレジスタＨＬＲまたは所属のビジターロケーションレジスタＶＬＲか
ら相応の応答情報を受信する。この実施例では宛先コール番号ＳＮ０は優先コール番号と
して定義されておりかつ網側に記憶されているため、移動交換局ＭＳＣは課金装置ＢＣに
、コール料金を求めるために優先料金表ＰＴＡＲを使用することを通知可能である。選択
されたコール番号により、この実施例では別の網の担当領域に存在する、加入者線に接続
された加入者のコール宛先ＤＳＴＡへのコールコネクションが確立される。情報ＡＯＣの
逆通知は、図１の例と類似に、同様に網と移動局ＭＳとの間で行われ、これにより移動体
加入者は、少なくともそのコールの専用の料金率について、または発生した料金について
付加的に情報を得ることができる。
【００２８】
１つまたは複数の加入者データベース内に網側で記憶された番号リストＰＮＬおよびＰＮ
Ｌ*は、移動体加入者により加入者本人の入力を介して、またはネットワークプロバイダ
ーＯＰないしはサービスプロバイダーＳＰにより課金装置ＢＣないしは管理装置ＣＣＣへ
の専用のインタフェースを介して管理および制御、すなわち変更、補充、消去または問い
合わせを行うこともできる。
【００２９】
図４は図３とは異なる移動通信システムのブロック図を示しており、ここで移動局ＭＳお
よびＭＳ*に対する番号リストＰＮＬおよびＰＮＬ*を網側で記憶する択一的なこの実施例
の特徴は、インテリジェントネットワーク（ＩＮ）のサービス制御局ＳＣＰ（Service Co
ntrol Point）にある。これによって優先コール番号を定義および管理することによる柔
軟な料金構造を、移動無線網の網構造に依存しないでインテリジェンスのある網機能を実
行するために使用されるＩＮ機能を束ねた場合にも達成することができる。記憶場所はサ
ービス制御局ＳＣＰ内の加入者データベースＩＮＤである。移動体加入者のためのエント
リは図３と同じ、すなわち宛先コール番号ＳＮ０，ＳＮ１およびＳＮｙ，ＳＮｘは優先コ
ール番号として、各々に設定された標識ＰＮＭによって宣言されるか、または優先コール
番号として優先コール番号表に記憶される。コールした加入者の名前を示すコール宛先Ｄ
ＳＴＡ，…，ＤＳＴｘの記憶を、オプション的に網側で優先させることもできる。
【００３０】
　図３の例を引き合いに出すと、移動局ＭＳを介して入力された加入者Ｂの宛先コール番
号ＳＮ０は移動交換局ＭＳＣに通知される（１）。この移動交換局ＭＳＣはコール確立時
にサービス制御局ＳＣＰに分岐し、加入者データベースＩＮＤに宛先コール番号に一致す
る優先コール番号が存在するかどうかを問い合わせる（２）。ここでサービス制御局ＳＣ
Ｐは、このコールのオンライン課金に関する課金装置ＢＣの機能的なコピーを含んでおり
、これは図１および図２の説明と同様である。応答として移動交換局ＭＳＣは、移動交換
局ＭＳＣに宛先コール番号ＳＮ０が優先コール番号として定義されており、網側で記憶さ
れていることを確認する情報を受信する（３）。それに基づいて移動交換局ＭＳＣは指示
を与え、コール料金を求めるために課金装置ＢＣに優先料金率ＰＴＡＲを考慮させる（４
）。受信した宛先コール番号ＳＮ０によって移動交換局ＭＳＣから、加入者線に接続され
た加入者のコール宛先ＤＳＴＡへのコールコネクションが確立される。ここでこのコール
宛先ＤＳＴＡはこの実施例では別の網の担当領域にある。課金装置ＢＣは少なくとも専用
の料金率ＰＴＡＲについての情報を、移動交換局ＭＳＣに返信する（５）。優先的な処理
があることを示す情報ＡＯＣの、指示（例えば標識ＰＮＭからなる）を含めた逆通知は、
図３の例と類似に、同様に網と移動局ＭＳとの間で行われ、これにより移動体加入者は、
少なくともそのコールの専用の料金について、または発生した料金について付加的に情報
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を得ることができる。
【００３１】
インテリジェントネットワークノードＳＣＰの加入者データベースＩＮＤ内に網側で記憶
された番号リストＰＮＬおよびＰＮＬ*は、移動体加入者により移動体加入者本人の入力
を介して、またはＩＮ網のネットワークプロバイダーないしはインテリジェントサービス
のサービスプロバイダーＳＰにより（相応のインテリジェント周辺装置によって）課金装
置ＢＣないしは管理装置ＣＣＣへの専用のインタフェースを介して管理、制御、すなわち
変更、補充、消去または問い合わせを行うこともできる。加入者本人の入力を介して、加
入者リストＰＮＬ，ＰＮＬ*を移動体加入者が変更することができる。
【００３２】
図５のブロック図は、移動局ＭＳおよびＭＳ*に対する番号リストＰＮＬ，ＰＮＬ*を網側
で記憶する別の択一的な例を示している。記憶場所は課金装置ＢＣのデータベースＢＣＤ
である。移動局ＭＳを介する加入者Ａのコールは、通常に経過するコールとして処理され
る。すなわち選択された宛先コール番号ＳＮ０は網から通知され、移動交換局ＭＳＣによ
り評価される。課金装置ＢＣにおいてはじめて、データベースＢＣＤに記憶された優先コ
ール番号を含む番号リストを用いて、通常とは異なるコール処理を実行すべきかどうかが
決定される。リストＰＮＬ，ＰＮＬ*の両方または一方に記憶された宛先コール番号を、
通知されたコール番号と比較して一致という肯定的な結果が得られると、優先コール番号
ＳＮ０が存在するために別の料金率ＰＴＡＲが、コール合計料金ＡＭＯＵを求めるために
使用される。受信した宛先コール番号ＳＮ０に基づいて、移動交換局ＭＳＣから加入者線
に接続された加入者のコール宛先ＤＳＴＡへのコールコネクションが確立される。後処理
中に読み出されかつ課金装置ＢＣ内に網側で記憶された番号リストＰＮＬおよびＰＮＬ*

は、ネットワークプロバイダーＯＰないしはサービスプロバイダーＳＰにより、課金装置
ＢＣへの専用のインタフェースを介して管理、制御すなわち変更、補充、消去または問い
合わせを行うこともできる。加入者本人の入力を介して、加入者リストＰＮＬ，ＰＮＬ*

を移動体加入者が変更することができる。
【００３３】
図６は番号リストＰＮＬ（これは番号リストＰＮＬ*も代表する）に作用するための情報
の流れを示している。この作用は一方では移動局ＭＳおよびＭＳ*の側から移動体加入者
本人により、他方ではネットワークプロバイダーＯＰないしはサービスプロバイダーＳＰ
の側から行われる。優先コール番号が加入者識別モジュールＳＩＭに存在する場合、加入
者は加入者本人の入力ＳＣＩを開始する。その一方網側では命令ＣＯＭがネットワークプ
ロバイダーＯＰないしはサービスプロバイダーＳＰにより起動される。番号リストに記憶
された情報の制御がどの装置から行われるかには依存しないで、加入者本人による入力Ｓ
ＣＩと命令ＣＯＭは、優先コール番号を定義／調整するための情報「create」、優先コー
ル番号を消去するための情報「delete」、優先コール番号を変更するための情報「modify
」、または個別またはすべての優先コール番号を問い合わせるための情報「interrogate
」を含む。移動局側または網側で受信した制御情報に基づいて標識ＰＮＭは設定／解除さ
れ、この標識ＰＮＭが例えば優先コール番号ＳＮ０，ＳＮ１または新たな優先コール番号
Ｓｎｚに対して場合によって所属のコール宛先ＤＳＴｚと共に、既存のリストＰＮＬに追
加される。加入者本人による管理および制御の場合に、アクションの結果、網側で求めた
料金計算「Bill」が発生することもある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　移動局側に記憶された優先コール番号を使用して移動体加入者のコールに課金
する移動局と網装置とを備える移動通信システムのブロック図である。
【図２】　移動局側に記憶された優先コール番号を使用して移動体加入者のコールに課金
する移動局と網装置とを備える移動通信システムの別のブロック図である。
【図３】　網側で加入者データベースに優先コール番号を記憶してコールに課金する移動
通信システムのブロック図である。
【図４】　網側でサービス制御局に優先コール番号を記憶してコールに課金する移動通信
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システムのブロック図である。
【図５】　網側で課金装置の後処理ユニットに優先コール番号を記憶してコールに課金す
る移動通信システムのブロック図である。
【図６】　移動局側または網側に記憶された優先コール番号にアクセスするための移動局
またはネットワークプロバイダーの通知を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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